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教職員給与支給等業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 
１ 委託業務の概要及び基本事項 

⑴ 業務名 
教職員給与支給等業務 

⑵ 業務内容 
    教職員給与支給等業務委託に関する仕様書（別紙１）（以下「仕様書」という。）の

とおり 
⑶ 契約期間 

   令和７年１０月１日から令和１２年９月３０日まで 

※ 契約締結日から令和７年９月３０日までは、本業務開始時に円滑に移行できるよう

現受託者から引継を受ける期間とする。 

⑷ 委託金額の上限 
６７７，０９４千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

⑸ 委託業務の費用の負担区分 
   仕様書のとおり 
 
２ 参加資格 

  次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 
⑴  京都市契約事務規則第４条第２項に規定する一般競争入札有資格者名簿又は同規則第

２２条第２項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登載されている者。 
なお、競争入札有資格者名簿に登載されていない場合であっても、京都市競争入札等

取扱要綱第２条第１項各号に掲げる資格を有する者である場合は、競争入札参加有資格

者とみなします。 
⑵ 公募開始日から選定結果の通知の日までの期間に、京都市競争入札取扱要綱に基づく

競争入札参加停止の措置を受けていないこと。 
⑶ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規 

定する暴力団密接関係者でないこと。 
⑷ 本事業の趣旨を十分に理解したうえで委託業務を実施できること。 
⑸ 個人情報の取扱について適切な保護措置を講じており、ＩＳＭＳ／ＩＳＯ２７００１

又はプライバシーマークを取得し、現在も保持していること。 
⑹  過去５年（令和２年度から令和６年度）の間に国又は地方公共団体から給与支給等の

業務（対象職員が７千人以上に限る）を１年以上元請として受託し、適切に業務を実施

した実績を有すること。 
⑺  委託業務履行場所まで１時間３０分以内に事業所本店又は支店、営業所を有している

こと。 
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⑻ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定に基づく更正手続開始の申立て又は

民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていない者（会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定

に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が決定された

者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く。）であること。 

⑼ 会社法（平成17年法律第86号）第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又

は破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の

申立てがなされていない者であること。 

⑽ 直近の決算資料において、債務超過に至っていないこと。 

 

３ 参加手続  

  プロポーザルの参加を希望する者は、次のとおり、参加表明書等を郵送（書留郵便に限

る。）又は直接持参することにより提出することとする。 
⑴  参加表明書等の提出 

  ア 提出書類 
   (ア)  参加表明書（様式１） 

   (イ)  ＩＳＭＳ／ＩＳＯ２７００１又はプライバシーマーク取得を証明できる書類 
   (ウ) 給与支給等業務実績申告書（様式２） 
   (エ) 会社概要が分かる書類（パンフレット等） 
   (オ) 財務帳票の写し（直近２ヵ年の決算状況が分かる） 
    (カ) 以下の証明書（２ 参加資格 (1)文中なお書きに該当する者に限る。） 
    ａ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は登記簿謄本）（法人の場合）又は印鑑

登録証明書（個人の場合） 
    ｂ 所得税又は法人税及び消費税の納税証明書（法人の場合は「納税証明書その３

の３」、個人の場合は「納税証明書その３の２」） 

ｃ 京都市の市民税及び固定資産税（京都市内に事業所等が所在する場合もしく

は、固定資産を所有する場合のみ）の納税証明書 

 なお、課税されていない個人の場合は所得証明書（令和６年度） 

    ｄ 水道料金・下水道使用料納付証明書（京都市内に事業所等が所在し、使用者名

義が本件申請者となっている場合のみ） 

    ｅ 京都市競争入札等取扱要綱第２条第１項６号に関する誓約書（様式３） 

イ 提出部数 
     上記アの提出書類 各２部（(カ)については各１部） 

ウ 提出場所 
     「１１ 問合せ先及び提出先」参照 
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エ 提出期限 
     令和７年６月６日（金）午後５時までとする。 
    なお、郵送の場合は、上記提出期限必着とする。 
 

⑵ 参加資格の確認 
   提出された参加表明書等により参加資格の有無を確認することとする。その結果、参

加資格の要件を満たしていないと認められた者、指定する期間内に必要な書類を提出し

ない者及び参加表明書等に虚偽の内容が記載されている場合は、本件プロポーザルに参

加することはできないものとし、電話及び電子メールによりその旨を通知する。 
   また、参加資格がある者（以下「参加者」という。）には、説明会への出席について、

電話及び電子メールにより通知する。 
 
４ 説明会の開催 

「３ 参加手続」に記載する参加表明書及び関係書類を提出した者のうち、参加者を対

象に説明会を開催する。なお、説明会への参加人数は、１社につき３名までとする。 
 

⑴ 日時 

令和７年６月１６日（月）午後２時～午後３時 

⑵ 場所 

京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 

大同生命ビル９階（京都市教育委員会事務局の会議室） 
 

５ 質問及び回答 

⑴ 質問者の資格 

質問の提出は、参加者に限ることとする。 

⑵ 質問方法 

質問は、「問合せ先及び提出先」に記載するメールアドレスに、「プロポーザルの質

問」と件名を記入し電子メールで提出することとする。電話での質問は不可とする。 

⑶ 提出期間 

令和７年６月１６日（月）午後３時～令和７年６月１７日（火）午後５時 

⑶  回答 

令和７年６月２３日（月）までに、参加者全員に対して回答を電子メールで送信す

る。 

 
６ 企画提案書等の提出 

企画提案書等は、教職員給与支給等業務委託に係るプロポーザル企画提案書等作成要
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領（別紙２）に基づき作成し、郵送（書留郵便に限る。）又は直接持参により提出するこ

ととする。 
⑴ 提出場所 

「１１ 問合せ先及び提出先」参照 

⑵ 提出資料 

ア 企画提案書 

イ 見積書及び経費内訳書（５箇年度分） 

⑶ 提出部数 

企画提案書は１１部（押印不要） 

見積書及び経費内訳書（５箇年度分）は１部（押印必要） 

⑷ 提出期限 

令和７年６月２７日（金）午後５時までとする。 

なお、郵送の場合は、上記提出期限必着とする。 

⑸ 失格となる企画提案書等 

企画提案書等が次に掲げる場合に該当するときは、失格となる。その場合は選定の対

象外とし、電子メール及び書面によりその旨を通知する。 

ア 「２ 参加資格」に掲げる資格のない者が提出した場合 

イ 提出期限、提出先及び提出方法に適合しない場合 

ウ 提案内容が記載されていない又は提案内容に違法な点がある場合 

エ 虚偽の内容が記載されている場合 

オ 見積金額が記載されていない場合又は記載された見積金額が委託金額の上限額を超

えている場合 
 
７ 選定方法 

⑴ 選定方法 

選定は受託候補者選定会議で行うこととする。 

選定の対象は、企画提案書等の提出者（無効となったものを除く。以下「提案者」と

いう。）とし、選定にあたっては、企画提案書等の提出書類及び提案者によるプレゼン

テーションに基づき、提案者の業務実施能力を審査して最も優れた提案があった者を受

託候補者に決定します。 

審査にあたっては、審査に参加した各評価者が、（別紙３）「教職員給与支給等業務委

託提案に係る選定基準」の評価基準に沿って採点し合計した数値をその者の得点とし、

得点が最も高い者を選定者とする。また得点が２番目の者を次点者として選定する。 

提案者が１者のみの場合もプロポーザルは成立する。ただし、得点が満点の６割に満た

ない場合には、選定者として選定しない。 
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⑵ 提案者によるプレゼンテーション及びヒアリングの実施 

ア 実施日 

令和７年７月７日（月） 

イ 場所 

京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町５９５－３ 

（日時、場所等詳細については提案者に別途通知する。） 

ウ 内容 

説明時間は２０分以内とし、質疑応答時間は１０分程度とする（プロジェクター等

は使用しない）。 

    また、当日の追加資料の配布は認めません。 

なお、原則として、プレゼンテーション及びヒアリングに参加しなかった提案者又

は指定の時間に３０分以上遅刻した提案者は選定の対象外とする。 

⑶  評価項目及び基準 

教職員給与支給等業務委託提案に係る選定基準（別紙３）参照 

⑷ 選定結果の通知 

選定結果については、選定後、提案者全員に電子メール及び書面により通知するととも

に、本市ホームページにより選定の結果、参加した提案者及び選定の理由を公開する。 
 

８ 委託契約 

⑴ 契約手続等 

選定者と協議のうえ、契約を締結する。 

なお、受託候補者が契約の締結までに参加資格要件を満たさなくなった場合及びその

他の理由により受託候補者との契約が締結できない場合は、次点者を受託候補者とす

る。 

⑵ プロポーザル参加者間における下請負等の禁止 

選定者に対し、プロポーザルに参加していた競争相手（参加表明書提出後に参加を辞

退した者を含む。以下「非選定者」という。）が、契約の履行に必要な物件又は役務を

供給することを禁止する。 

ただし、選定者が、非選定者以外の者を経由して非選定者から契約の履行に必要な物

件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のや

むを得ない事由により、非選定者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達す

る必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得たときを除く。 
⑶ 再委託の禁止 

  本委託業務の履行を第三者に委託することを禁止する。ただし、あらかじめ文書によ

る本市の承諾を得たときを除く。 
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９ 留意事項 

⑴ 提出書類の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。 

⑵ 公募手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本円に限る。 

⑶ 提出期限内に企画提案書等の提出がない場合は、参加の意思がないものとみなす。 

⑷ 提出期限以降における企画提案書の差替え及び再提出は不可とする。 

⑸ 提出書類の返却は行わない。提出書類は、本選定以外に提出者に無断で使用しない。 

⑹ 選定者は業務委託の開始時までに、委託業務の実施方法の詳細について本市と協議のう

え、必要な準備を完了することとする。 
⑺ 本市は、翌年度以降において委託料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があ

った場合には、この契約を解除できることとする。 

⑻ ⑺により本市が契約を解除した場合において、受託者は、本市が翌年度以降に支払を

予定していた委託料を請求できないこととする。 

⑼ 受託者は、(7)により本市が契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に

請求できないこととする。 

 

10 スケジュール 

日 時 内 容 

令和７年５月２６日 公募開始 

令和７年６月６日（午後５時まで）  参加表明書受付締切 

令和７年６月１６日（午後２時から）  説明会開催 

令和７年６月１７日（午後５時まで）  質問受付締切（６月２３日までに回答）  

令和７年６月２７日（午後５時まで）  企画提案書受付締切  

令和７年７月７日  提案者によるプレゼンテーション 

令和７年７月中旬  選定者決定 

令和７年７月中旬～下旬  契約締結  

 
11 問合せ先及び提出先 

   〒６０４－８４３７ 
京都市中京区西ノ京東中合町１ 

京都市教育委員会事務局総務部学校事務支援室 
電話：０７５－８４１－３６８６ 

ＦＡＸ：０７５－８０３－２４５１ 

メール：jcenter@edu.city.kyoto.jp 

※様式１から３まで、別紙１から３までの各種の提出書類及び資料は、京都市情報館のホー

ムページからダウンロード可 

mailto:jcenter@edu.city.kyoto.jp

